
章 ページ 項目
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（パブリックコメント後）
旧

（R5.11月協議会時点）
備考

P20 3（1）就労移行支援事業等を
通じた一般就労への移行者数

令和8年度（2026年度）目標値：196人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数（人）
の1.69倍を設定します。

令和8年度（2026年度）目標値：148人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数（人）
の1.28倍を設定します。

【庁内調整】
数値を上方修正

P20 3（2）就労移行支援事業、就
労継続支援A型事業及びB型事
業の一般就労への移行者数
①就労移行支援事業における
移行者数

令和8年度（2026年度）目標値：107人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
移行支援事業における移行者数（人）の1.44倍を設定
します。

令和8年度（2026年度）目標値：97人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
移行支援事業における移行者数（人）の1.31倍を設定
します。

【庁内調整】
数値を上方修正

P21 3（2）就労移行支援事業、就
労継続支援A型事業及びB型事
業の一般就労への移行者数
②就労移行支援事業所ごとの
就労移行率

令和8年度（2026年度）目標値：60％
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、就労移行支援事業所のうち、
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行
した者の割合が5割以上の事業所数を全体の6割以上と
設定します。

令和8年度（2026年度）目標値：50％
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、就労移行支援事業所のうち、
就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行
した者の割合が5割以上の事業所数を全体の5割以上と
設定します。

【庁内調整】
数値を上方修正

P21 3（2）就労移行支援事業、就
労継続支援A型事業及びB型事
業の一般就労への移行者数
③就労継続支援A型事業及びB
型事業における移行者数

ア　就労継続支援A型
令和8年度（2026年度）目標値：75人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
継続支援A型事業における移行者数（人）の2.48倍を設
定します。
イ　就労継続支援B型
令和8年度（2026年度）目標値：14人
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
継続支援B型事業における移行者数（人）の1.56倍を設
定します。

ア　就労継続支援A型
令和8年度（2026年度）目標値：39人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
継続支援A型事業における移行者数（人）の1.29倍を設
定します。
イ　就労継続支援B型
令和8年度（2026年度）目標値：12人
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
継続支援B型事業における移行者数（人）の1.28倍を設
定します。

【庁内調整】
数値を上方修正

P22 3（3）就労定着支援事業の利
用者数等
①就労定着支援事業の利用者
数

令和8年度（2026年度）目標値：118人
■目標設定の考え方
就労移行支援事業の移行者数の増加率を考慮し、令和3
年度（2021年度）の就労定着支援事業の利用者数（82
人）の1.44倍を設定します。

令和8年度（2026年度）目標値：116人
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、令和3年度（2021年度）の就労
定着支援事業の利用者数（82人）の1.41倍を設定しま
す。

【庁内調整】
数値を上方修正
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P22 3（3）就労定着支援事業の利
用者数等
② 就労定着支援事業所ごと
の就労定着率

令和8年度（2026年度）目標値：30％
■目標設定の考え方
直近の伸び率等を考慮し、就労定着支援事業所のう
ち、令和8年度（2026年度）末時点の就労定着率が7割
以上の事業所数の割合を3割以上と設定します。

令和8年度（2026年度）目標値：25％
■目標設定の考え方
国の基本指針を踏まえ、就労定着支援事業所のうち、
令和8年度（2026年度）末時点の就労定着率が7割以上
の事業所数の割合を2.5割以上と設定します。

【庁内調整】
数値を上方修正

P22 3（ 4）協議会（就労支援部
会）の設置

令和8年度（2026年度）目標値：月1回 令和8年度（2026年度）目標値：設置（継続） 【庁内調整】
文言修正

P24 4（3）医療的ケア児等支援の
ための関係機関の協議の場の
設置及びコーディネーターの
配置

令和8年度（2026年度）目標値：年2回 令和8年度（2026年度）目標値：設置（継続） 【庁内調整】
文言修正

P26 5（1）基幹相談支援センター
の設置

令和8年度（2026年度）目標値：9か所 令和8年度（2026年度）目標値：設置（継続） 【庁内調整】
文言修正

P38 2.日中活動系サービスの見込
量
（6）就労継続支援（A型）

総量規制に基づく県との調整
や現状を踏まえた今後の見通
しを考慮し、上方修正。

P39 2.日中活動系サービスの見込
量
（7）就労継続支援（B型）

総量規制に基づく県との調整
や現状を踏まえた今後の見通
しを考慮し、下方修正。

Ｐ50 5.障害児通所支援の見込量
（1）児童発達支援

総量規制に基づく県との調整
や現状を踏まえた今後の見通
しを考慮し、下方修正。
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P53 5.障害児通所支援の見込量
（4）放課後等デイサービス

総量規制に基づく県との調整
や現状を踏まえた今後の見通
しを考慮し、下方修正。
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